
風
信

は
じ
め
に

　

現
在
、
中
島
川
沿
い
の
浜
町
一
番
地
に
佐
賀
銀
行
長
崎
支
店
が
建
っ
て
い
る
場
所
に
森
家「
雪

屋
」は
あ
っ
た
。
西
浜
町
の
森
家
は
元
禄
年
間（
一
七
〇
〇
年
頃
）よ
り
初
代
森
喜
左
衛
門
将
義
が

貿
易
商「
雪
屋
」と
し
て
西
浜
町
に
住
居
を
構
え
た
時
代
か
ら
昭
和
四
十
六
年（
一
九
七
一
）の
十
一

代
森
喜
弘
が
こ
の
地
か
ら
移
転
す
る
ま
で
の
約
二
七
〇
年
間
、
こ
こ
で
雪
屋
は
続
い
て
い
た
。

　

同
家
に
伝
わ
る
由
緒
書
に
よ
る
と
、
遠
祖
は
源
氏
の
流
れ
で
、
室
町
時
代
に
豊
前
小
倉
の
城
主

で
あ
っ
た
と
い
う
。そ
の
子
孫
の
森
喜
惣
太
衛
門
慰
正
睦
は
豊
後
の
豪
族
大
友
氏
に
仕
え
て
い
た
が
、

大
友
氏
滅
ぶ
に
及
び
地
を
離
れ
、
肥
前
国
西
彼
杵
郡
雪
浦
の
郷
士
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
子
孫

の
初
代
森
喜
左
衛
門
将
義
は
元
禄
年
間（
一
七
〇
〇
年
頃
）、
長
崎
に
出
て
貿
易
商「
雪
屋
」と
し
て

西
浜
町
に
住
居
を
構
え
、
当
初
は
貿
易
を
営
ん
で
い
た
が
二
代
か
ら
六
代
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
と

商
売
を
広
げ
て
行
っ
た
。

　

雪
屋
の
屋
号
は
、
塩
を
雪
之
浦
か
ら
持
っ
て
き
て
商
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
西
浜
町
の
裏
庭
に
建
ち

並
ん
だ
三
つ
の
蔵
を
、
塩
蔵
と
呼
ば
れ
た
の
は
そ
の
名
残
で
あ
る
と
い
う
。
幕
末
明
治
の
頃
に
は
荒

物
問
屋
を
営
み
繁
盛
し
、
長
崎
の
地
役
人
や
近
隣
の
諸
藩
の
藩
士
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
こ

こ
長
崎
の
地
で
は
士
農
工
商
と
い
う
厳
し
い
差
別
は
緩
や
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

森
家
の
家
系
図

　

初
代
・
森
喜
左
衛
門
将
義（
享
保
一
九
年
没
） 

─ 

二
代
・
喜
惣
次
義
武 

─ 

三
代
・
伝
兵
衞
義

治 

─ 

四
代
・
喜
三
郎
義
直 

─ 

五
代
・
定
平
治
直
経 

─ 

六
代
・
伝
兵
衞
元
直（
安
政
二
年
没
） 

─ 

七
代
・
喜
左
衛
門
直
行（
三
男
）（
明
治
十
二
年
没
） 

─ 

八
代
・
栄
之
直
教（
明
治
二
八
年
没
） 

─ 

九
代
・
喜
智
郎
義
之（
昭
和
七
年
没
） 

─ 

十
代
・
喜
智
男（
昭
和
四
〇
年
没
） 

─ 

十
一
代
・

喜
弘（
昭
和
五
八
年
没
）

長
崎
く
ん
ち
と「
雪
屋
」

　

西
濱
町
の
傘
鉾
は
、
制
作
月
日
は
詳
か
で
な
い
が
、
文

化
文
政
の
頃（
一
八
〇
四
）で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

元
は
町
内
の
乙
名
今
村
某
氏
の
手
持
で
あ
っ
た
が
、
安
政

二
年（
一
八
五
五
）九
月
十
三
日
の「
く
ん
ち
」の
時
か
ら
森
家

（
八
代
森
栄
之
）に
移
り
、
雪
屋
森
家
の
一
手
持
ち
と
な
り
、

以
来
凝
り
に
凝
っ
た
長
崎
を
代
表
す
る
名
傘
鉾
と
し
て
有

名
で
あ
っ
た
。
傘
鉾
の
下
に
さ
げ
る
幕
を「
た
れ
」ま
た
は「
さ
が
り
」と
い
う
が「
前
日
の
た
れ
」に

は
薄
水
色
羅
紗
の
布
地
に
中
国
蘇
州
の
名
勝
姑
蘇
十
八
景
図
を
荒
木
千
洲
が
写
し
、
そ
の
図
を

長
崎
刺
繍
に
よ
っ
て
刺
繍
し
、
又
其
の
図
に
書
か
れ
て
い
る
画
讃
の
文
字
も
刺
繍
に
よ
っ
て
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
い
う
手
の
こ
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

　

傘
鉾
を
入
れ
る
箱
書
に
は
文
久
二
年（
一
八
六
二
）と
あ
る
。
こ
れ
は
文
久
二
年（
一
八
六
二
）西

浜
町
が
踊
町
の
時
、
八
代
森
栄
之
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
後
日
の
た
れ
」は
、
桜
花
地
紋
の
塩
瀬
羽
二
重
に
、
諏
訪
三
社
の
金
紋
を
織
出
し
た
も
の
で
、

之
は
明
治
三
十
三
年（
一
九
〇
〇
年
）、
町
内
一
般
の
希
望
に
よ
り
九
代
森
喜
智
郎
が
作
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　

今
回
使
用
し
た
傘
鉾
の
写
真
は
森
喜
智
郎
の
弟
で
眞
野
家
に
養
子
に
い
っ
た
浩
四
郎
が
保
管
し

て
い
た
も
の
で
明
治
三
十
三
年
一
〇
月
七
日
に
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
こ

の
雪
屋
の
傘
鉾
は
西
濱
町
自
治
会
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。

八
代
森
栄
之
直
教
の「
墓
碑
銘
」

　

森
家
の
墓
域
は
小
島
正
覚
寺（
浄
土
真
宗
）の
後
山
に
あ
り
、
其
の
中
に
森
栄
之
の
墓
碑
は
あ

る
。
栄
之
の
墓
石
の「
墓
碑
銘
」は
漢
文
二
五
〇
文
字
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
和
文
に
直
す
と

碑
文
の
趣
旨
は
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

「
亡
父
は
実
名
を
直
教
、
幼
名
を
卯
之
助
と
い
い
後
に
駒
平
治
又
栄
之
助
に
改
め
栄
之
と
称

し
、素
芳
と
号
す
。
祖
先
は
森
喜
左
衛
門
で
あ
り
、（
栄
之
）君
は
直
行（
七
代
）の
長
男
な
り
。

亡
母
は
内
田
氏（
實
）で
あ
る
。
そ
の
人
柄
は
お
だ
や
か
で
気
品
が
あ
り
、
衆
皆
ほ
め
た
た
え

る
所
と
な
る
。
若
き
よ
り
奮
起
し
て
家
を
興
す
志
あ
り
。
お
よ
そ
仕
事
熱
心
で
思
慮
深
く
、

礼
儀
正
し
く
さ
さ
い
な
事
も
な
お
ざ
り
に
し
な
い
。
平
常
は
無
駄
使
い
せ
ず
勤
勉
で
、
と
て

も
一
時
の
楽
し
み
と
無
駄
使
い
を
戒
め
よ
く
祖
父
の
仕
事
を
助
け
家
名
を
奮
い
お
こ
す
。
そ

の
功
績
は
い
な
が
ら
に
し
て
多
し
。
余
暇
に
は
文
墨
を
も
っ
て
自
ら
楽
し
み
好
ん
で
和
歌
を

詠
み
又
南
画
を
よ
く
す
る
。
か
っ
て
長
崎
県
会
議
員
又
区
会
議
員
に
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
い
で

長
崎
県
勧
業
諮
問
会
員
、
長
崎
区
商
工
会
幹
事
、
長
崎
市
商
工
会
議
所
員
、
農
商
務
統
計

調
査
員
を
歴
任
す
。
又
日
本
赤
十
字
正
社
員
と
な
る
。
天
保
九
年
九
月
三
日
生
ま
れ
、
明

治
二
十
八
年
十
一
月
九
日
没
す
。
享
年
五
十
八
才
、
小
島
郷
の
墓
地
に
葬
る
。
妻
は
中
島
氏

（
猪
俣
九
十
郎
次
女
で
中
島
氏
養
女
）で
あ
り
六
男
五
女
あ
り
。
長
男
喜
智
郎
は
家
を
継
ぐ
。

次
男
泰
次
郎
、
三
男
此
三
郎
夭
折
す
。
四
男
浩
四
郎
、
五
男
殿
五
郎
、
六
男
純
六
郎
、
長

女
千
年
、
次
女
万
歳
、
三
女
曽
恵
、
四
女
也
佐
、
五
女
五
十
年
は
夭
折
す
。
不
肖
男
喜
智

郎
謹
ん
で
誌
す
」

　

明
治
二
年（
一
八
六
九
）六
月
二
〇
日
、
長
崎
府
は
長
崎
県
と
な
る
。
五
月
十
七
日
に
各
藩
主
は

藩
籍
奉
還
し
、
島
原
・
平
戸
・
大
村
・
福
江
・
厳
原
等
に
藩
知
事
が
置
か
れ
、
知
事
に
任
命
さ

れ
た
の
は
み
な
旧
藩
主
で
あ
っ
た
。

　

明
治
四
年
七
月
十
四
日
廃
藩
置
県
、
同
年
十
一
月
十
四
日
、
旧
藩
の
島
原
、
平
戸
、
大
村
、

福
江
、
厳
原
の
各
県
は
廃
止
、
長
崎
県
を
お
く
。
同
九
年
八
月
二
十
一
日
、
長
崎
県
は
三
潴
県（
み

づ
ま
）の
一
部（
佐
賀
県
全
域
）と
合
併
し
て
新
た
な
長
崎
県
と
な
る
。

　

明
治
十
二
年
一
月
初
め
て
の
長
崎
区（
長
崎
市
）選
出
議
員
は
三
人
で
、
松
田
源
五
郎
、
斉
藤
三
郎

吉
、
森
寛
平
。
森
は
病
気
で
、
す
ぐ
に
退
職
し
、
翌
明
治
十
三
年
三
月
補
欠
で
当
選
し
た
森
栄
之
が

区
会
議
員
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、こ
の
三
人
の
区
会
議
員
が
当
時
の
長
崎
を
代
表
す
る“
顔
”と
な
っ
た
。

　

や
が
て
明
治
十
六
年
五
月
九
日
、
佐
賀
県
が
分
離
独
立
し
、
長
崎
県
は
長
崎
区（
長
崎
市
）、

そ
の
他
の
郡
す
な
わ
ち
、
一
区
一
〇
郡
と
な
り
よ
う
や
く
ほ
ぼ
現
状
の
県
域
が
定
ま
っ
た
。

　

森
栄
之
は
明
治
十
八
年
十
一
月
に
区
会
議
員
を
五
年
つ
と
め
て
い
る
。
森
栄
之
の
妻
は
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
猪
俣
九
十
郎
の
三
女
た
か
子
で
あ
る
。
彼
女
は
薬
種
目
利
中
島
家
に
養
子
に
い
っ
た
実
兄

中
島
藤
十
郎
家
の
養
女
と
し
て
、
栄
之
の
も
と
に
嫁
し
て
い
る
。
た
か
子
は
昭
和
三
年
、
八
十
四

歳
の
と
き
、
今
上
登
極
大
典
天
杯
を
拝
受
し
て
い
る
。
そ
し
て
九
十
七
歳
で
死
去
し
た
。

森
栄
之
の
子
孫
た
ち

　

栄
之
の
長
男
は
元
治
元
年
に
生
ま
れ
た
喜
智
郎
で
あ
り
、
森
氏
九
代
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
喜

智
郎
義
之
の
墓
石
に
も「
墓
碑
銘
」が
あ
る
。
そ
の
一
部
を
和
文
に
直
す
と
碑
文
の
趣
旨
は
概
略
左

記
の
如
く
で
あ
る
。

「
森
喜
智
郎
義
之
は
幼
名
喜
智
之
助
、
素
堂
と
号
し
又
は
六
花
散
人
と
称
す
。
長
崎
市
商

工
会
議
所
四
代
会
頭
。
長
崎
税
務
監
督
局
営
業
税
審
査
委
員
、
長
崎
港
湾
委
員
、
長
崎

市
所
得
税
調
査
委
員
等
公
職
を
歴
任
し
た
。
家
業
の
雪
屋
を
つ
ぐ
。
温
厚
篤
実
学
殖
あ
り
、

公
共
の
為
に
尽
力
せ
る
所
多
し
」

　

喜
智
郎
は
六
男
五
女
に
恵
ま
れ
、
男
子
は
明
治
初
期
で
あ
り
な
が
ら
次
男
以
降
は
東
京
の
最

高
学
府
ま
で
進
ま
せ
た
が
、
女
子
は
四
女「
也
佐
」を
除
い
て
裁
縫
専
門
学
校
ま
で
し
か
認
め
な

か
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
男
一
女
を
夭
折
し
た
も
の
の
、
五
男
四
女
を
育
て
あ
げ
た
。
そ
し
て
四
男
だ

け
は
他
家
に
養
子
に
出
し
た
。
森
栄
之
の
実
母（
内
田
家
）の
頼
み
で
旧
長
崎
町
年
寄
薬
師
寺
家

の
家
人
眞
野
家
と
の
約
束
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
森
栄
之
夫
妻
は
五
男
四
女
を
残
し
、
そ
の
孫

は
五
十
五
人
、
ひ
孫
七
十
三
人
も
の
数
に
の
ぼ
る
。
そ
の
数
の
多
さ
は
産
め
よ
増
や
せ
よ
の
明
治

の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
在
森
栄
之
の
ひ
孫
た
ち
の
平
均
年
齢
は
五
五
歳
〜
八
五
歳

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
も
其
の
ひ
孫
の
一
人
で
あ
る
。 

（
長
崎
史
談
会
幹
事
）

三
二
九
号　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
日

長
崎
の
豪
商「
雪
屋
」の
話

○
十
二
月
と
言
え
ば
、
子
供
達
は
先ま

ず
ク
リ
ス
マ
ス
と
言
い
、
年
金
ぐ
ら
し
の
小お

母ば

さ
ん
は
金

が
足
り
ま
せ
ん
と
言
う
。
誰
れ
も「
忠
臣
蔵
」の
話
や
、
武
林
唯
七
の「
年
の
瀬
や　
あ
し
た

待
た
る
る　

宝
舟
」の
話
を
す
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
下
の
八
百
屋
の
小
父
さ
ん
は

「
十
二
月
と
言
え
ば
餅
つ
き
、
そ
れ
に
三
十
一
日
夜
の『
運
気
そ
ば
』だ
ね
」と
言
っ
て
下
さ
い

ま
し
た
。

○
戦
後
の
長
崎
史
談
会
で
は
幹
事
の
川
﨑
道
利
さ
ん
の
ご
指
導
で「『
光
源
寺
』で
除
夜
の
鐘

を
つ
き
、
一
ぱ
い
飲
ん
で
、
伊
勢
・
松
ノ
森
・
諏
訪
三
社
の
初
参
り
が
恒
例
に
な
っ
て
い
ま

す
よ
」と
言
わ
れ
た
。

○
長
崎
で
は
玉
園
町
の
唐
寺
・
聖
福
寺
の
鐘（
長
崎
市
文
化
財
）の
音
は
、
物
語
も
あ
り
、

有
名
で
す
ね
。
友
人
が
言
う「
こ
の
鐘
の
音
は
、
こ
の
寺
を
訪
れ
た
坂
本
龍
馬
も
、
き
い
た

で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
」と
…

○
そ
の
昔
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
屋
敷
の
カ
ピ
タ
ン
部
屋
で
は
冬
至
の
後
十
二
日
に
オ
ラ
ン
ダ
正

月
と
い
う
祝
い
日
が
あ
り
、
出
島
関
係
の
諸
役
人
が
招
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夜
は
出
島

で
は
大
変
な
ご
馳
走
で
、
そ
の
接
待
役
に
は
丸
山
遊
女
も
招
か
れ
、
其
の
宴
会
は
夜
あ
け

ま
で
続
い
て
い
た
。
其
の
時
の
献
立
表
は
長
崎
名
勝
図
絵
に
も
詳
し
く
記
載
し
て
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
全
て
洋
食
で
あ
り
、
洋
楽
が
あ
り
、
二
次
会
に
至
る
と
日
本
食
も
用
意

し
た
と
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
に
記
載
し
て
あ
る
。

○
と
こ
ろ
で
今
年
の
冬
至
は
十
二
月
二
十
三
日
で
す
ね
。
す
る
と
オ
ラ
ン
ダ
正
月
は
一
月
三
日
に

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
来
年
は
、
新
築
復
原
さ
れ
た
出
島
の
カ
ピ
タ
ン
部
屋
で
坂
本
龍
馬
殿

を
ご
招
待
申
し
上
げ
、
賑
や
か
に
オ
ラ
ン
ダ
正
月
を
開
催
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
オ
ラ
ン
ダ
正
月
の
開
催
に
つ
い
て「
実
は
こ
の
宴
会
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ク
リ
ス

マ
ス
の
お
祝
で
あ
っ
た
」と
先
輩
方
が
私
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
そ
れ
は
第
一
に
料
理
を

み
た
ら
わ
か
る
よ
」と
言
わ
れ
る
。「
大
皿
の
上
に
置
か
れ
た
豚
の
丸
焼
は
リ
ン
ゴ
を
銜
え
さ
せ
ら

れ
て
い
る
し
、
宴
席
の
次
室
で
奏
で
ら
れ
て
い
る
洋
楽
は
賛
美
歌
な
ん
だ
よ
」と
言
わ
れ
た
。

○
言
わ
れ
て
み
る
と
、
当
時
の
我
が
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
禁
教
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
船
の
長

崎
入
港
の
際
は「
宗
教
用
具
の
類
一
切
は
箱
に
納
め
て
入
港
の
事
」と
き
め
ら
れ
て
い
た
が
、

オ
ラ
ン
ダ
正
月
の
宴
席
で
賛
美
歌
の
演
奏
が
あ
っ
て
い
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
は
知
っ
て
い

た
で
し
ょ
う
か
…

○
先
輩
の
記
録
に
、「
十
二
月
二
十
八
日
、
娘
の
嫁
入
り
先
よ
り

寒
鰤
を
贈
ら
る
。
縁
起
も
の
幸
木
に
つ
る
す
」と
あ
り
ま
し
た
。

○
さ
て
本
年
の
最
後
に
、
皆
様
ど
う
ぞ
良
き
新
年
を
お
迎
え

下
さ
い
ま
せ
。 

（
編
集
・
越
中
哲
也　

丹
田
智
子
）

眞
野　
正
行

明治33年10月7日
西浜町傘鉾「前日のたれ」


